
規 則

�愛媛県規則第６号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

様式第１０号（第２条関係） 狩猟免許申請書

（表）

様式第１０号（第２条関係） 狩猟免許申請書

（表）

省略 省略

省略 省略 省略 省略

生年月日 年 月 日 生 性別 □男□女 生年月日 年 月 日 生

省略 省略

毎週（火・金）曜日発行 第２９６１号 平成３０年３月２７日

平成３０年３月２７日火曜日 第２９６１号

愛 媛 県 報
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附 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第７号
愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

（裏） 省略

注 省略

様式第１１号（第２条関係） 狩猟免許更新申請書

（表）

（裏） 省略

注 省略

様式第１１号（第２条関係） 狩猟免許更新申請書

（表）

省略 省略

省略 省略 省略 省略

生年月日 年 月 日 生 性別 □男□女 生年月日 年 月 日 生

省略 省略

省略 省略

（裏） 省略

注 省略

様式第１２号（第２条関係） 狩猟者登録申請書

（表）

（裏） 省略

注 省略

様式第１２号（第２条関係） 狩猟者登録申請書

（表）

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

生年月日 年 月 日 生 性別 □男□女 生年月日 年 月 日 生

省略 省略

省略 省略

（裏） 省略

注 省略

様式第１３号（第２条関係） 変更登録申請書

（表）

（裏） 省略

注 省略

様式第１３号（第２条関係） 変更登録申請書

（表）

省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略

省略 省略 省略 省略

生年月日 年 月 日 生 性別 □男□女 生年月日 年 月 日 生

省略 省略

省略 省略

（裏） 省略

注 省略

（裏） 省略

注 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第５条関係） 別表第１（第４条、第５条関係）

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号
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衛生環境研究所使用料表 衛生環境研究所使用料表

検査分類 試験項目
検体

の量
単 位

使用料金

額
検査分類 試験項目

検体

の量
単 位

使用料金

額

１～１４ 省略 １～１４ 省略

せつ

１５ 排泄物、

分泌物及び

浸出物

ア～エ 省略
せつ

１５ 排泄物、

分泌物及び

浸出物

ア～エ 省略

オ 抗酸菌検査

� 分離検査

ａ 省略

ｂ 抗酸菌分離

培養（それ以

外のもの）

� 抗酸菌同定

同

同

１，６３０円

２，８８０円

オ 抗酸菌検査

� 分離検査

ａ 省略

ｂ 抗酸菌分離

培養（それ以

外のもの）

� 抗酸菌同定

同

同

１，６８０円

２，９６０円

カ～ク 省略 カ～ク 省略

１６ 血 清 等

（梅毒反応

及びその他

の 血 清 反

応）

ア・イ 省略 １６ 血 清 等

（梅毒反応

及びその他

の 血 清 反

応）

ア・イ 省略

ウ レプトスピラ抗

体

１抗原 １，６８０円

エ Ｗｅｉｌ－Ｆｅ

ｌｉｘ反応
同 ２，４００円

ウ 省略 オ 省略

１７ 臨

床病

理

血液 省略 １７ 臨

床病

理

血液 省略

血液型

（ＡＢＯ式、ＲＨ式）

１検体

１項目
１９０円

血液型

（ＡＢＯ式、ＲＨ式）

１検体

１項目
１６０円

Ｃｏｏｍｂｓ試験 １検体 ２７０円 Ｃｏｏｍｂｓ試験 １検体 ２４０円

省略 省略

膠質反応、クレアチ

ン、グルコース

省略
こう

膠質反応、クレアチ

ン、グルコース

省略

省略 省略

省略 省略

１８ ウイルス

（脳死及び

心停止後の

臓器提供者

検査以外の

もの）

省略 １８ ウイルス

（脳死及び

心停止後の

臓器提供者

検査以外の

もの）

省略

ＨＴＬＶ―Ⅰ 抗 体

（ウエスタンブロッ

ト法及びラインブロ

ット法）

同 ３，４００円

ＨＴＬＶ―Ⅰ 抗 体

（ウエスタンブロッ

ト法

）

同 ３，４５０円

省略 省略

ＨＩＶ―１、２抗体

定性
同 ９４０円

ＨＩＶ―１、２抗体

定性
同 ９６０円

省略 省略

ＨＣＶ抗体定性・定

量
同 ８８０円

ＨＣＶ抗体定性・定

量
同 ９１０円

省略 省略

１９・２０ 省略 １９・２０ 省略

２１ 病理学的

検査

染色体検査 １検体 ２１，０４０円 ２１ 病理学的

検査

染色体検査 １検体 ２１，６９０円

同（分染法） 同 ２４，２２０円 同（分染法） 同 ２４，８７０円

省略 省略

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号
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附 則

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則別表第１の規定は、この規則の施行の日以後の試験等の依頼に係る使用

料について適用し、同日前の試験等の依頼に係る使用料については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第８号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２２～２４ 省略 ２２～２４ 省略

２５ 採取 採血（静脈） １検体 ２４０円 ２５ 採取 採血（静脈） １検体 ２００円

省略 省略

２６ 省略 ２６ 省略

改 正 後 改 正 前

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

� ２級及び３級の技能検定に係る実技試験（実技試験を実施す

る日の属する年度の４月１日において３５歳未満の者（在校生及

び出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第

１の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。）に係る実技

試験に限る。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱

処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレ

ス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム

陽極酸化処理、金属ばね製造、ロープ加工、仕上げ、切削工

具研削、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、半

導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、産業

車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機器製造、

内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機

械整備、建設機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施

工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製

品製造、布はく縫製、機械木工、家具製作、建具製作、紙

器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プラスチック成

形、強化プラスチック成形、陶磁器製造、石材施工、パン製

造、菓子製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り

製品製造、みそ製造、酒造、建築大工、かわらぶき、とび、
ちゆう

左官、築炉、ブロック建築、タイル張り、畳製作、配管、厨

房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、

防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施

工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、ガ

ラス施工、ウェルポイント施工、化学分析、金属材料試験、

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

� ２級及び３級の技能検定に係る実技試験（実技試験を実施す

る日の属する年度の４月１日において３５歳未満の者（在校生及

び出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第

１の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。）に係る実技

試験に限る。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱

処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレ

ス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム

陽極酸化処理、金属ばね製造、ロープ加工、仕上げ、切削工

具研削、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、半

導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、産業

車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機器製造、

内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機

械整備、建設機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施

工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製

品製造、布はく縫製、機械木工、家具製作、建具製作、紙

器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プラスチック成

形、強化プラスチック成形、陶磁器製造、石材施工、パン製

造、菓子製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り

製品製造、みそ製造、酒造、建築大工、かわらぶき、とび、
ちゆう

左官、築炉、ブロック建築、タイル張り、畳製作、配管、厨

房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、

防水施工 、内装仕上げ施工、熱絶縁施

工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、ガ

ラス施工、ウェルポイント施工、化学分析、金属材料試験、

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号
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附 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第９号
愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県農林漁業組合等検査規則の一部を改正する規則

愛媛県農林漁業組合等検査規則（昭和３８年愛媛県規則第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（趣旨）

第１条 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９４条、農業保

険法 （昭和２２年法律第１８５号）第２０９条の２から第１４２条の４

まで、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２３条及び森

林組合法（昭和５３年法律第３６号）第１１１条の規定に基づく検査

は、この規則の定めるところにより実施する。

（検査の目的）

第２条 検査は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組

合中央会、農業共済組合、農業共済事業を行う市町（以下「市

町」という。）、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合及び

森林組合連合会（以下「組合等」と総称する。）の業務及び会計

の状況を実地に検討し、適切な指導を行い、その経営又は事業運

営の改善向上を図り、もつて組合等の健全な発展に資することを

目的とする。

（執務時間内検査の原則）

第１０条 検査は、被検査組合等の執務時間内に行う ものとする。

ただし、やむを得ない事由がある場合で、理事、市町長その他の

責任者の承諾を得たときは、この限りでない。

（検査の立会）

第１１条 検査員は、検査に当たつては、理事、市町長その他の責任

者１人以上の立会いを得て行わなければならない。

２ 省略

（私物検査の制限）

第１２条 検査員及び検査に従事する職員（以下「検査員等」と総称

する。）は、役員及び市町長（以下「役員等」と総称する。）並

びに職員の私物については、検査を行つてはならない。ただし、

検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たとき

は、この限りでない。

（取引先その他との照査）

第１３条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合

員、市町が行う共済事業に係る共済関係の存する者若しくは会員

その他取引先、退職した役員若しくは職員又はその他の関係者に

対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めなければならな

い。

（検査の講評）

（趣旨）

第１条 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９４条、農業災

害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２から第１４２条の４

まで、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２３条及び森

林組合法（昭和５３年法律第３６号）第１１１条の規定に基づく検査

は、この規則の定めるところにより実施する。

（検査の目的）

第２条 検査は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組

合中央会、農業共済組合、農業共済事業を行う市町（以下「市

町」という。）、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合及び

森林組合連合会（以下「組合等」と総称する。）の業務及び会計

の状況を実地に検討し、適切な指導を行い、その経営又は事業運

営の改善向上を図り、もつて組合等の健全な発展に資することを

目的とする。

（執務時間内検査の原則）

第１０条 検査は、被検査組合等の執務時間内に行なうものとする。

ただし、やむを得ない事由がある場合で、理事、市町長その他の

責任者の承諾を得たときは、この限りでない。

（検査の立会）

第１１条 検査員は、検査に当たつては、理事、市町長その他の責任

者１人以上の立会 を得て行わなければならない。

２ 省略

（私物検査の制限）

第１２条 検査員及び検査に従事する職員（以下「検査員等」と総称

する。）は、役員及び市町長（以下「役員等」と総称する。）並

びに職員の私物については、検査を行つてはならない。ただし、

検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たとき

は、この限りでない。

（取引先その他との照査）

第１３条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合

員、市町が行う共済事業に係る共済関係の存する者若しくは会員

その他取引先、退職した役員若しくは職員又はその他の関係者に

対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めなければならな

い。

（検査の講評）

貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、広告美術仕上

げ、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、商品

装飾展示又はフラワー装飾の実技試験 ８，９００円

イ・ウ 省略

� 省略

貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、広告美術仕上

げ、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、商品

装飾展示又はフラワー装飾の実技試験 ８，９００円

イ・ウ 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

１９６



告 示

�愛媛県告示第３０７号
平成３０年３月１６日県営中山間地域総合整備事業愛南地区の換地計

画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９

５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定

により公告する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０８号
平成３０年３月１５日今治市営土地改良事業（ほ場整備事業・鈍川地

区）の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項において準用する同法第５４条

第１６条 検査員は、検査の終了に際して、役員 に対し検査によつ

て明らかとなつた事項について講評を行うとともに、役員 から

意見等を聴取し、もつて、役員 をして速やかにその欠陥を是正

し、その長所を伸長させるよう努めなければならない。ただし、

特別の事由があるときは、講評及び役員 からの意見等の聴取を

しないことができる。

２ 省略

（検査書の交付）

第１７条 知事は、検査終了後速やかに検査員に検査書を作成させ、

これを被検査組合等に交付するとともに、役員 に対しその責任

ある意見又は今後の措置若しくは方針を記載した回答書の提出を

求めるものとする。ただし、特にこれらの措置が必要でないと認

められる場合は、この限りでない。

２ 省略

様式第１号（第９条関係） 検査通知書

省略

組合

○○○○○の規定に基づき、貴

�
�
�
�
�
�
�
�
�

町

�
�
�
�
�
�
�
�
�

の検査を次のと

連合会

中央会

おり実施する。

省略

注１ 省略

２ 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入す

ること。

� 省略

� 農業保険法 （昭和２２年法律第１８５号）第２０９条

� 省略

� 省略

様式第２号（第９条関係） 身分証明書

省略

省略 省

略

注 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入する

こと。

１ 省略

２ 農業保険法 （昭和２２年法律第１８５号）第２０９条の２か

ら第１４２条の４まで

３・４ 省略

第１６条 検査員は、検査の終了に際して、役員等に対し検査によつ

て明らかとなつた事項について講評を行うとともに、役員等から

意見等を聴取し、もつて、役員等をして速やかにその欠陥を是正

し、その長所を伸長させるよう努めなければならない。ただし、

特別の事由があるときは、講評及び役員等からの意見等の聴取を

しないことができる。

２ 省略

（検査書の交付）

第１７条 知事は、検査終了後速やかに検査員に検査書を作成させ、

これを被検査組合等に交付するとともに、役員等に対しその責任

ある意見又は今後の措置若しくは方針を記載した回答書の提出を

求めるものとする。ただし、特にこれらの措置が必要でないと認

められる場合は、この限りでない。

２ 省略

様式第１号（第９条関係） 検査通知書

省略

組合

市

○○○○○の規定に基づき、貴

�
�
�
�
�
�
�
�
�

町

�
�
�
�
�
�
�
�
�

の検査を次のと

連合会

中央会

おり実施する。

省略

注１ 省略

２ 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入す

ること。

� 省略

� 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２

� 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の３

� 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の４

� 省略

� 省略

様式第２号（第９条関係） 身分証明書

省略

省略 省

略

注 「○○○○○」の部分には、次のうちいずれかを記入する

こと。

１ 省略

２ 農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第１４２条の２か

ら第１４２条の４まで

３・４ 省略

附 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

１９７
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第４項の規定により公告する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３０９号
平成３０年３月１９日東温市営土地改良事業（ほ場整備事業・牛渕地

区）の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３１０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市上林字不入口東甲６０、字大藪乙６７３の１、字白尾下乙６７５

の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字不入口東甲６０・字大藪乙６７３の１・字白尾下乙６７５の２

（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３１１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市上林字不入口乙７１１、字上ノ地乙７１３の１６

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字不入口乙７１１・字上ノ地乙７１３の１６（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３１２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市城川町野井川１４２７の３、１４３０の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第３１３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市野村町高瀬２７９５の２、２７９６の２、２７９７の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第３１４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

停止を命じた
営 業 の 範 囲

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－２８）
第１６８９６号

平成２８年
６月２０日

有限会社
古河産業

古河 一樹 新居浜市萩生１２５３
番地の５

平成３０年
３月２６日

建設業の営業の
全部

平成３０年４月９
日から平成３０年
４月１１日まで
（３日間）

有限会社古河産業は、平成２７
年６月２６日に、新居浜市東田１
丁目甲１１２２番地において、法定
の除外事由がないのに廃棄物で

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

１９８



�������
�愛媛県告示第３１５号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所において縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

太郎宮（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成４６年１２月愛媛県告示第１１８７号）

太郎宮の項で指定した標柱７号と標柱６号を結んだ線、標柱６号と

次に掲げる地番の土地に存する標柱２９号から標柱３１号までを順次結

んだ線及び標柱３１号と標柱７号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

大洲市 西大洲 椎ノ森 甲１９２３番１ ２９号

甲１９２２番２ ３０号、３１号

迫田Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号までを順次

結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を市道五反田八代線西側官民境界

線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

八幡浜市 八代 ６６８番１ １号

６６６番１ ２号

６６９番 ３号

乙７番３ ４号、５号

五反田 １番耕地１３番 ６号、７号

１番耕地５番 ８号

１番耕地２４番４ ９号

１番耕地２９番１ １０号

八代 ６５４番１ １１号

６６０番７ １２号

藤江Ｃ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１９号までを順次

結んだ線及び標柱１９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 藤江 大深泥 １２９７番２ １号、４号

１２９７番１ ２号、３号

１２９８番１ ５号

深泥 １３９９番１ ６号

１３９８番 ７号、８号

１３９５番 ９号

大深泥 １３１４番１ １０号

１３８４番 １１号

１３１７番１ １２号、１３号

深泥 １０９７番１ １４号

大深泥 １３１０番２ １５号

１３０４番４ １６号

１３０６番１ １７号

１３００番 １８号

１２９５番１ １９号

�������
�愛媛県告示第３１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西条都市計画用途地域の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３１７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、西条都市計画特別用途地区

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３１８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業北部公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和６１年１２月２６日から

平成３６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３１９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業大西公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

ある解体家屋の柱等約８７０�を
焼却したとして、同年１２月１７日、
同社及び同社代表取締役が新居
浜区検察庁により起訴され、同
月２４日、新居浜簡易裁判所によ
り、それぞれ罰金５０万円の略式
命令を受け、その刑が確定して
いた。

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

１９９
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平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成１４年７月１６日から

平成３６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業今治公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和２７年４月２日から

平成３６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

昭和４７年愛媛県告示第３２１号、昭和４９年愛媛県告示第１１３２号、

昭和５３年愛媛県告示第９９７号、昭和５６年愛媛県告示第１１１７号、

昭和６１年愛媛県告示第１５２２号、平成２年愛媛県告示第１２００号、

平成１１年愛媛県告示第６０２号及び平成１３年愛媛県告示第１３３４号

の事業地に、東村四丁目及び桜井一丁目を加える。

� 使用の部分

昭和４７年愛媛県告示第３２１号、昭和４９年愛媛県告示第１１３２号、

昭和５３年愛媛県告示第９９７号、平成１１年愛媛県告示第６０２号及び

平成１３年愛媛県告示第１３３４号の事業地のうち、東鳥生町五丁目

地内を削る。

�������
�愛媛県告示第３２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、西条都市計画下水道事業西条公共下水道（西条市施行）の事業

計画の変更を次のように認可した。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和５０年１月１０日から

平成３５年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、西条都市計画下水道事業東予・丹原公共下水道（西条市施行）

の事業計画の変更を次のように認可した。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和５８年７月２６日から

平成３５年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第３２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、西予都市計画下水道事業西予公共下水道（西予市施行）の事業

計画の変更を次のように認可した。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

変更なし

２ 事業地

� 収用の部分

平成１２年愛媛県告示第１８号、平成１３年愛媛県告示第１４８号の

事業地に、三瓶町朝立地内を加える。

� 使用の部分

変更なし

�愛媛県告示第３２４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成３０年３月２７日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社 語 訪問介護 かたらい 愛媛県西条市小松町妙口甲１０－４ 平成３０年２月２２日 訪問介護

株式会社サン・ファミリア 訪問介護事業所 サン・ファミリア今
治 愛媛県今治市山路町一丁目３番２１号 平成３０年２月２８日 訪問介護

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

２００
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�愛媛県告示第３２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成３０年３月２７日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第３２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社 語 訪問介護 かたらい 愛媛県西条市小松町妙口甲１０－４ 平成３０年２月２２日 介護予防訪問介護

株式会社サン・ファミリア 訪問介護事業所 サン・ファミリア今
治 愛媛県今治市山路町一丁目３番２１号 平成３０年２月２８日 介護予防訪問介護

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番１３２ 平成３０年３月２９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宮崎波方線

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７４番８地先 旧 ４．９～６．１ ０．０２９

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７４番２１ 新 ５．７～９．３ ０．０２９

〃 〃

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙４３番１地先 旧 ４．４～４．８ ０．０１４

今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙４３番４から

同字乙６２番４まで
新 ４．８～７．６ ０．０１４

〃 〃

今治市波方町小部字北谷乙１４４番２地先 旧 １６．４～２２．０ ０．０１９

今治市波方町小部字北谷乙１４４番８ 新 １９．１～２４．８ ０．０１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宮崎波方線 今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙７４番２１ 平成３０年３月２７日

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

２０１
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�愛媛県告示第３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 〃
今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙４３番４から

同字乙６２番４まで
〃

〃 〃 今治市波方町小部字北谷乙１４４番８ 〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町東川１５１３番１地先から

同町東川１５０６番地先まで
平成３０年３月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合�万線

上浮穴郡�万高原町菅生１番耕地３５９番２地先から

同町菅生１番耕地３５９番１地先まで
旧 ５．３～７．３ ０．０４０

上浮穴郡�万高原町菅生１番耕地３５９番４から

同町菅生１番耕地３５９番３まで
新 ６．５～９．８ ０．０４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合�万線
上浮穴郡�万高原町菅生１番耕地３５９番４から

同町菅生１番耕地３５９番３まで
平成３０年３月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 奥浦白浦線
宇和島市吉田町奥浦甲２４２番４地先から

同町奥浦甲３３１番１地先まで

旧 ４．１～６．９
８．０～７９．０

０．２１５
０．１２０

新 ８．０～７９．０ ０．１２０

愛 媛 県 報平成３０年３月２７日 第２９６１号

２０２
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公 告

教育委員会訓令

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長水野満夫から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成３０年３月１５日あったので公表する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成３０年度賃金引上げその他に関する事項

２ 日時 平成３０年３月３０日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

または併用して実施する。

�愛媛県告示第３３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会訓令第１号
県 立 学 校

愛媛県県立学校教育課程基準の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３０年３月２７日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県県立学校教育課程基準の一部を改正する訓令

愛媛県県立学校教育課程基準（昭和４８年愛媛県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
北宇和郡鬼北町大字清延４１番２から

同大字３３番２まで
平成３０年３月２７日

〃 喜路能登線
宇和島市日振島２８１６番地先から

同市日振島２８１５番２まで
〃

〃 喜路能登線
宇和島市日振島２８１６番地先から

同市日振島２８１５番２まで

旧 ４．８～１８．２ ０．０７７

新 ９．７～２３．６ ０．０７７

改 正 後 改 正 前

（高等学校）

第１条 高等学校の教育課程については、次項に規定するものを除

くほか、

高等学校学習指導要領

（平成２１年３月文部科学省告示第３４号）及び学校教育法施行規則

第１４０条の規定による特別の教育課程について定める件（平成５年

１月文部省告示第７号）によらなければならない。

２ 省略

（中等教育学校）

第２条 中等教育学校の前期課程の教育課程については、

中学校学習指導要領（平成２０年３月文部科学省

（高等学校）

第１条 高等学校の教育課程については、次項に規定するものを除

くほか、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号。以下

「施行規則」という。）第８４条に規定する高等学校学習指導要領

（平成２１年３月文部科学省告示第３４号）及び学校教育法施行規則

第１４０条の規定による特別の教育課程について定める件（平成５年

１月文部省告示第７号）によらなければならない。

２ 省略

（中等教育学校）

第２条 中等教育学校の前期課程の教育課程については、施行規則

第７４条に規定する中学校学習指導要領（平成２０年３月文部科学省
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告示第２８号）、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間

における中学校学習指導要領の特例を定める件（平成２９年７月文

部科学省告示第９４号）及び中等教育学校並びに併設型中学校及び

併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件（平成１０年１１

月文部省告示第１５４号）によらなければならない。

２ 中等教育学校の後期課程の教育課程については、施行規則第８４

条に規定する高等学校学習指導要領及び施行規則第１０９条の規定

に基づき定められた中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型

高等学校の教育課程の基準の特例を定める件によらなければなら

ない。

（特別支援学校）

第３条 特別支援学校の教育課程については、次項に規定するもの

を除くほか、施行規則第１２９条に規定する特別支援学校幼稚部教

育要領（平成２９年４月文部科学省告示第７２号）、特別支援学校小

学部・中学部学習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３６

号）、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の特例を定める件（平

成２９年１２月文部科学省告示第１８１号）及び特別支援学校高等部学

習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３７号）によらなけれ

ばならない。

２ 省略

別表第２（第３条関係）

告示第２８号）及び施行規則第１０９条の規定に基づき定められた

における中学校学習指導要領の特例を定める件（平成２９年７月文

部科学省告示第９４号）及び中等教育学校並びに併設型中学校及び

併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件（平成１０年１１

月文部省告示第１５４号）によらなければならない。

２ 中等教育学校の後期課程の教育課程については、施行規則第８４

条に規定する高等学校学習指導要領及び施行規則第１０９条の規定

に基づき定められた中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型

高等学校の教育課程の基準の特例を定める件によらなければなら

ない。

（特別支援学校）

第３条 特別支援学校の教育課程については、次項に規定するもの

を除くほか、施行規則第１２９条に規定する特別支援学校幼稚部教

育要領（平成２１年３月文部科学省告示第３５号）、特別支援学校小

学部・中学部学習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３６

号）、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の特例を定める件（平

成２９年１２月文部科学省告示第１８１号）及び特別支援学校高等部学

習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３７号）によらなけれ

ばならない。

２ 省略

別表第２（第３条関係）

教科 科目 標準単位数 教科 科目 標準単位数

省略 省略

保健理療 医療と社会 ２～３ 保健理療 医療と社会 １～３

省略 省略

生活と疾病 ４～１０ 生活と疾病 ４～７

基礎保健理療 ３～８ 基礎保健理療 ３～６

臨床保健理療 ５～１０ 臨床保健理療 ４～７

省略 省略

保健理療基礎実習 ７～１０ 保健理療基礎実習 ６～１０

保健理療臨床実習 ６～１０ 保健理療臨床実習 ４～８

省略 省略

課題研究 １～３ 課題研究 １～２

理容 省略 理容 省略

理容保健 ３～４ 理容保健 ４～５

理容の物理・化学 ２～３ 理容の物理・化学 ３～４

理容文化論 ２～３ 理容文化論 ３～４

理容技術理論 ５～６ 理容技術理論 ４～５

理容運営管理 １～２ 理容運営管理 ２～３

理容実習 ２６～３０ 理容実習 ２３～２７

省略 省略

教科 科目 標準年間

授業時数

教科 科目 標準年間

授業時数

理療 医療と社会 ４５～１０５ 理療 医療と社会 ３０～７０

人体の構造と機能 １８０～４２０ 人体の構造と機能 １９５～４２０

省略 省略

生活と疾病 １１０～４２０ 生活と疾病 １１０～２４５
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附 則

１ この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県立学校教育課程基準別表第２の規定は、この訓令の施行の日以降に視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱

者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部（以下「高等部」という。）に入学する生徒に係る主として専門学科において開

設される教科に属する科目及び当該科目の標準単位数又は標準年間授業時数（以下「科目等」という。）について適用し、同日前に高等

部に入学した生徒に係る科目等については、なお従前の例による。

基礎理療学 １３５～４２０ 基礎理療学 １２０～３１５

臨床理療学 ２２５～４５０ 臨床理療学 １８０～４２０

省略 省略

理療基礎実習 ５７０～８８５ 理療基礎実習 ３００～６６５

理療臨床実習 １２０～４９０ 理療臨床実習 ３００～６６５

省略 省略

課題研究 ３０～１０５ 課題研究 ３０～７０

平成３０年３月２７日 発行
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